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告　
示

○
平
成
二
十
一
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
（
二
二
二
・
健
康
推
進
課
）
…
１

○
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
二
二
三
、
二
二
四
、

　

二
二
六
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
都
市
計
画
の
決
定
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
二
二
五
・
都
市
計
画

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
港
湾
法
に
基
づ
く
所
有
者
不
明
船
舶
の
保
管
（
二
二
七
・
港
湾
空
港

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
（
二
二
八
・
建
築
住

　

宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
二
二
九
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
…
…
２

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出
（
二
三
〇
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
３

○
河
川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
（
二
三
一
・
秋
田
地
域
振
興

　

局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
三
二
・
由
利
地
域
振
興
局
建

　

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
公　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
変
更
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林

　

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

　

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
一
年
度
調
理
師
試
験
を
実
施
す
る

の
で
、
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号
）

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

試
験
の
日
時
及
び
場
所

　

㈠　

日
時

　
　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後

三
時
三
十
分
ま
で

　

㈡　

場
所

　
　

⑴　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎　

大
会
議

室

　
　

⑵　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号　

秋
田
地
方
総
合
庁
舎　

大
会
議

室

　
　

⑶　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
二
番
三
号　

秋
田
県
市
町
村
会
館　

大
会
議

室

　
　

⑷　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
議
会
棟　

大
会
議
室

　
　

⑸　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
正
庁

二　

試
験
科
目

　
　

食
文
化
概
論
、
衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、
食
品
学
、
食
品

衛
生
学
及
び
調
理
理
論

三　

受
験
資
格

　
　

平
成
二
十
一
年
度
調
理
師
試
験
実
施
要
領
に
お
い
て
定
め
る
。

四　

受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

　

㈠　

受
験
願
書　

二
通

　

㈡　

添
付
書
類

　
　

⑴　

調
理
業
務
従
事
証
明
書　

二
通

　
　

⑵　

卒
業
（
修
了
）
証
明
書
又
は
卒
業
証
書
の
写
し　

二
通

　
　
　
　

卒
業
（
修
了
）
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
姓
と
現
在
の
姓
が
異

な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
を
二
通
添
付
す
る
こ
と
。

　
　

⑶　

写
真

　
　
　
　

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
脱
帽
、
無
背
景
で
、
上
半
身
を
正

面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

も
の　

一
枚

　
　

⑷　

封
筒　

二
通
（
受
験
票
及
び
試
験
結
果
を
封
書
で
送
付
す
る
た

め
）

　
　
　
　

封
筒
は
、
他
の
受
験
書
類
と
共
に
配
付
す
る
。
封
筒
に
は
、
郵
便

番
号
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
。
住
所
が
勤
務
先
の
場
合

は
、
勤
務
先
の
名
称
も
付
記
す
る
こ
と
。

五　

受
験
願
書
用
紙
の
交
付

　

㈠　

期
間

　
　
　

土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
き
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
五
日
（
月
）
か

ら
同
年
七
月
三
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　

㈡　

場
所

　
　
　

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
、
秋
田
市
保

健
所

六　

受
験
願
書
の
受
付

　

㈠　

期
間
及
び
時
間

　
　
　

土
曜
日
、
日
曜
日
を
除
き
、
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日
（
水
）

か
ら
同
年
七
月
三
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　

㈡　

場
所

　
　
　

住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
。
秋
田

市
の
居
住
者
は
秋
田
市
保
健
所
。
ま
た
、
秋
田
県
内
に
住
所
を
有
し
な

い
者
に
あ
っ
て
は
、
秋
田
県
内
の
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健

所
、
秋
田
市
保
健
所
は
除
く
）
と
す
る
。
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は

認
め
な
い
。

七　

受
験
手
数
料

　

㈠　

額

　
　
　

六
千
百
円

　

㈡　

納
付
方
法

　
　
　

受
験
願
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八　

合
格
者
の
発
表

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日
（
金
）
午
前
十
時
に
秋
田
県
庁
前
公
告

板
、
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
及
び
秋
田
市
保
健
所
の
掲

示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
試

験
結
果
通
知
書
を
送
付
す
る
。
ま
た
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
美
の
国
あ
き

た
ネ
ッ
ト
」http://w

w
w

.pref.akita.lg.jp

「
健
康
・
福
祉
」
に
も
合
格

者
受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

九　

開
示
請
求
の
受
付

　

㈠　

開
示
内
容

　
　
　

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

　

㈡　

期
日
及
び
時
間

　
　
　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

（
金
）
か
ら
同
年
十
月
八
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日
は
午
前
十
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
。

　

㈢　

場
所

　
　
　

秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課
、
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

（
保
健
所
）

十　

試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
　

秋
田
県
健
康
福
祉
部
健
康
推
進
課
（
電
話
〇
一
八―

八
六
〇―

一
四
二

九
）
又
は
最
寄
り
の
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
（
保
健
所
）
、
秋
田
市
保

健
所
ま
で
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

大
曲
都
市
計
画
汚
物
処
理
場
（
一
号
大
仙
美
郷
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
し

尿
処
理
場
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

大
曲
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
（
一
号
大
曲
市
外
九
ヵ
町
村
清
掃
セ
ン

タ
ー
大
曲
一
号
ご
み
焼
却
場
及
び
二
号
大
曲
市
外
九
ヵ
町
村
清
掃
セ
ン

タ
ー
大
曲
二
号
ご
み
焼
却
場
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
仙
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の

で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

大
曲
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
（
一
号
大
仙
美
郷
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
ご

み
処
理
場
）
の
決
定
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

大
曲
都
市
計
画
公
園
（
四
・
三
・
一
号
中
央
公
園
及
び
五
・
五
・
一
号

大
仙
市
総
合
公
園
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
秋
田
港
の
港
湾
区
域
及
び
港
湾
隣
接
地
域
の
放
置

等
禁
止
区
域
内
に
放
置
さ
れ
た
、
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
船
舶
に
つ

い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
不
明
な
船
舶

を
、
同
法
第
五
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
撤
去
し
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
の
で
、
当
該
船
舶
を
所
有
者
等
に
返
還
す
る
た

め
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
港
港
湾
管
理
者　

秋
田
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

船
舶
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
、
数
量
及
び
放
置
場
所

　
　

別
表
の
と
お
り

二　

当
該
船
舶
を
撤
去
し
た
日
時

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　

午
後
三
時

三　

船
舶
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
九
日　

午
後
三
時

　
　

別
表
の
と
お
り

別
表

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

被
処
分
者

　

㈠　

名
称　

有
限
会
社
佐
藤
換
地
設
計
事
務
所

　

㈡　

代
表
者
氏
名　

佐　

藤　

俊　

一

　

㈢　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
二
番
地
五

十
三

　

㈣　

免
許
証
番
号　

秋
田
県
知
事
㈡
一
七
九
一
号

　

㈤　

免
許
年
月
日　

平
成
十
七
年
九
月
七
日

二　

処
分
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

三　

処
分
の
内
容　

業
務
の
全
部
の
停
止
一
月
間

四　

処
分
の
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
四

日
ま
で

五　

適
用
条
項　

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五

条
第
二
項
第
五
号

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

　

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

番
号

名
称
又

は
種
類

形
状
等

数
量
放
置
場
所
及

び
保
管
場
所

備
考

一

キ
ス
ス
ペ

シ
ャ
ル

長
さ
６
・
７
ｍ

×
幅
１
・
８
ｍ

白
色
（
外
部
）

／
青
色
（
内

部
）

一

秋
田
市
新
屋

地
内
勝
平
新
橋
下

流
陸
地

船
舶
番
号

２
１
１―

１
０
６
０

７

二

第
三
市
栄
長
さ
５
・
８
ｍ

白
色
（
上
部
）

／
赤
色
（
下

部
）

一

秋
田
市
新
屋

勝
平
新
橋
下

流
陸
地

三

和
船

長
さ
５
・
０
ｍ

×
幅
１
・
６
ｍ

白
色
（
外
部
）

／
白
色
（
内

部
）

一

秋
田
市
新
屋

町
地
内

県
立
ス
ケ
ー

ト
場
下
水
域

四

和
船

長
さ
５
・
５
ｍ

×
幅
１
・
６
ｍ

白
色
（
外
部
）

／
青
色
（
内

部
）

一

秋
田
市
新
屋

町
地
内

県
立
ス
ケ
ー

ト
場
下
水
域

五

和
船

長
さ
３
・
５
ｍ

×
幅
１
・
０
ｍ

白
色
（
外
部
）

／
青
色
（
内

部
）

一

秋
田
市
寺
内

地
内
港
大
橋
下
流

護
岸

番
号

名
称
又

は
種
類

形
状
等

数
量
放
置
場
所
及

び
保
管
場
所

備
考

一

キ
ス
ス
ペ

シ
ャ
ル

長
さ
６
・
７
ｍ

×
幅
１
・
８
ｍ

白
色
（
外
部
）

／
青
色
（
内

部
）

一

秋
田
市
新
屋

地
内
勝
平
新
橋
下

流
陸
地

船
舶
番
号

２
１
１―

１
０
６
０

７

第
三
市
栄

丸

長
さ
５
・
８
ｍ

×
幅
１
・
６
ｍ

秋
田
市
新
屋

地
内
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秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
号

　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久　

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名

称
）

　

鹿
角
市
花
輪
字
下
花
輪
五
十
四　

森
内
栄
一
郎

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

河
川
の
名
称　

一
級
河
川
雄
物
川
水
系
旭
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日　

平
成
十
九
年
四
月
一
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積

　
　

関
係
図
面
は
、
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
建
設

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

四　

そ
の
他

　
　

河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
河
川
法
（
明
治
二
十

九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の

廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
三

月
以
内
に
知
事
に
下
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
付
け
指
令
由
建―

二
千
七
百
八
十

で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

東
京
都
大
田
区
南
千
束
三
丁
目
三
十
二
番
二
号

　
　

磐
田
電
工
株
式
会
社

　
　

代
表
取
締
役
社
長　

中　

本　

高　

行

二　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

由
利
本
荘
市
岩
城
赤
平
字
川
ノ
上
二
百
八
十
八
番
並
び
に
字
火
石
ヶ
崎

百
七
十
八
番
一
、
百
七
十
八
番
二
、
百
七
十
九
番
一
、
百
七
十
九
番
二
、

百
八
十
番
一
、
百
八
十
番
二
、
百
八
十
一
番
一
、
百
八
十
一
番
二
、
百
八

十
一
番
三
、
百
八
十
二
番
、
百
八
十
三
番
一
、
百
八
十
三
番
二
、
百
八
十

四
番
、
百
八
十
五
番
、
百
八
十
六
番
、
百
八
十
七
番
、
百
八
十
八
番
、
百

八
十
九
番
、
百
九
十
番
、
百
九
十
一
番
、
二
百
五
十
六
番
、
二
百
六
十
二

番
、
二
百
六
十
三
番
、
二
百
六
十
四
番

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
五
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

結
い
の
学
び
舎

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

佐　

藤　

久　

勝

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
大
館
市

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
存
在
す
る
就
労
困
難
な
障
害
者
、
失
職
者
及
び

地
域
住
民
と
と
も
に
、
秋
田
県
環
境
基
本
計
画
に
あ
る
廃
棄
物
の
減
量

化
、
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
取
り
組
み
に
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
員
と
し

て
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
雇
用
の
拡
充
、
自
立
支
援
、
雇

用
支
援
の
充
実
を
強
化
し
、
生
き
が
い
の
あ
る
住
み
よ
い
環
境
生
活
を
保

持
す
る
。
ま
た
作
業
や
交
流
活
動
を
通
し
て
、
社
会
経
済
活
動
に
貢
献
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
仁
井
田
堰
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
仁
井

田
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日
認

可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を

公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

水
位
の
制
限

　
　

頭
首
工
地
点
に
お
け
る
河
川
の
水
位
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
頭
首

工
の
水
位
」
と
い
う
。
）
は
、
常
時
計
画
取
水
位
標
高
十
・
九
〇
メ
ー
ト

ル
（
水
位
計
一
・
九
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。

二　

水
位
の
基
準

　
　

頭
首
工
の
水
位
は
、
頭
首
工
地
点
に
設
置
さ
れ
た
自
記
水
位
計
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

三　

計
画
取
水
量

　
　

頭
首
工
地
点
か
ら
の
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間

に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
気
象
、
水
象
、
及
び
か
ん
が
い
等
の
状

況
を
考
慮
し
て
受
益
地
に
必
要
な
水
量
を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

五
月
五
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で　

毎
秒
四
・
五
九
六
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　

五
月
十
五
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で　

毎
秒
三
・
八
〇
三
立
方
メ
ー

ト
ル

　
　

九
月
一
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で　

毎
秒
一
・
二
六
二
立
方
メ
ー
ト
ル

四　

取
水
量
の
測
定

　
　

取
水
量
の
測
定
は
、
取
水
施
設
に
取
り
付
け
ら
れ
た
自
記
水
位
計
に
よ

る
水
位
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

五　

点
検
及
び
整
備

　
　

頭
首
工
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
堰
堤
、
ゲ
ー
ト

等
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
、
器
具
等
に
つ
い
て
点
検
及
び
整
備

を
行
う
。

六　

洪
水
警
戒
体
制

　

㈠　

頭
首
工
に
係
る
直
接
集
水
地
域
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
予
報
区
を

対
象
と
し
て
降
雨
に
関
す
る
注
意
報
又
は
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
注
意
報
又
は
警
報
が
切
り
替
え
ら
れ
る
ま
で
の
間
。

　

㈡　

頭
首
工
の
水
位
が
標
高
十
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
を
上
ま
わ
る
恐
れ
が

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所

及
び
氏
名

（
事
務
所
の
所
在
地
及

び
名
称
）

売
り
さ
ば
き
場
所

指
定
年
月
日

鹿
角
市
花
輪
字
下
花
輪

五
十
四

森
内
秀
幸

鹿
角
市
花
輪
字
下
花

輪
五
十
四

平
成
二
十
一
年
四
月

二
十
四
日

位　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

置

種
類

面　
　
　
　

積

秋
田
市
濁
川
字
草
刈
場
一
番
九
十
三

土
地

一
二
一
・
二
七
平

方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

４
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大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
か
ら
頭
首
工
の
水
位
が
標
高
十
一
・
四
五

メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
り
、
再
び
増
水
す
る
恐
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た

と
き
ま
で
の
間
。

七　

そ
の
他

　
　

管
理
者
は
、
管
理
日
誌
を
備
え
、
気
象
、
水
象
そ
の
他
頭
首
工
の
管
理

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た

の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
水
沢
々
堤
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日

二　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
豊
川
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
高
度

利
用
型
）
）

　
　

完
了
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日


